
令和５年12月定例会議提出案件資料（追加）

12月追加

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

地域公共交通活性化事業費
（地域交通事業者緊急支援
金）
　
２　総務費
　１　総務管理費
　　８　企画費

【地域づくり課】

補 正 額 2,482千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円
2,482

〔事業目的〕
　原油価格・物価高騰の影響により経営が厳しくなってい
る会津鉄道株式会社に対し、県及び沿線自治体による運行
継続に向けた緊急支援に要する経費

〔事業概要〕
　地域交通事業者緊急支援金　2,482千円（本市負担分）
　
　※地方創生臨時交付金対象事業



令和５年度　地域交通事業者緊急支援金（原油価格高騰対策）

地域づくり課　

１　事業概要

　(1)事業の目的

　原油価格・物価高騰の影響を特に受けている軽油が列車の主な動力であるため、経営

が厳しくなっている会津鉄道（株）に対して、県及び沿線自治体と協調して支援し、運

行継続を図る。

　(2)予算額
　　2,482千円

　(3)対象事業者

　　会津鉄道株式会社

２　支援内容

　(1)対象費用

　　動力費（軽油高騰により影響を受けている燃料費相当額）

　(2)積算方法

　会津鉄道の経営健全化３ヶ年計画で定められた「動力費」のうち「燃料費」の計画

値と想定される高騰額との差額分

（千円）

Ｒ５会社予算額

（３ヶ年計画）

Ｒ５高騰想定額 差額

燃料費 32,721 47,702 14,981

　(3)県及び沿線自治体の負担割合

　　 福島県：沿線３市町＝７：３（うち本市の割合　55.22％）

　　   　　　※負担割合は会津鉄道の経営安定化補助金の負担割合を採用

　(4)支援金総額

　　 14,981千円　（うち会津若松市負担分　2,482千円）



令和５年12月定例会議提出案件資料（追加）

12月追加

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

低所得世帯支援臨時給付金
給付事業費

３　民生費
　１　社会福祉費
　　１　社会福祉総務費

【地域福祉課】

補 正 額 1,062,502千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円
1

千円
1,062,501

〔事業目的〕
　エネルギー・食料品価格等の物価高騰による影響を踏ま
え、特に家計への影響が大きい低所得世帯（住民税非課税
世帯）に対する臨時給付金の給付に要する経費

〔事業概要〕
　・事務費等　　　　　　　　　　　　　　 4,352千円
  ・補助員報酬　　　　　　　　　　　　　　 299千円
　・コールセンター等業務委託料他　　　   7,851千円
　・低所得世帯支援臨時給付金　　　　 1,050,000千円

　※地方創生臨時交付金対象事業



低所得世帯支援臨時給付金（追加給付）給付事業について

地域福祉課

　本事業につきましては、「デフレ完全脱却のための総合経済対策」（令和５年
11月２日閣議決定）において、エネルギー・食料品価格等の物価高騰による影響
を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯（住民税非課税世帯）に対し、
１世帯当たり７万円を目安とした追加支援を行う方針が示されたことから、「物
価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、以下の事業の実施に向け、
補正予算を計上しようとするもの。

１ 支給対象世帯
　　令和５年12月１日において本市に住民登録のある者で構成される世帯で、世
　帯全員の令和５年度分住民税均等割が非課税である世帯
　※住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯は除く。

２ 給付額
　　１世帯あたり７万円（１回のみ）

３ 給付方法
　　原則として、世帯主の口座へ振込

４ 受付期間
　　令和６年１月中旬（予定）から令和６年２月29日まで

５ 補正予算額
　　1,062,502千円
　　財源：地方創生臨時交付金（物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金）
　　〇事務費等
　　　・職員手当等　　　　　　　　　　      952千円
　　　・消耗品費等　　　　　　　　　　      550千円
　　　・通信運搬費　　　　　　　　　　    1,200千円
　　　・口座振替手数料　　　　　　　　    1,650千円
　　〇補助員報酬　　　　　　　　　　　      299千円
　　〇コールセンター等業務委託料他　　    7,851千円
　　〇給付金　　　　　　　　　　　　　1,050,000千円

６ 広報
　　対象世帯へのプッシュ型通知、市政だより、市ホームページ、生活サポート
　相談窓口等での案内

７ 地方税情報等の取扱い
　  今回の７万円の追加給付と、既に特定公的給付に指定済みの給付事業（前回
  の低所得世帯支援臨時給付金３万円）を同一事業（給付金額の拡充等）として
　取扱うことで、改めての特定公的給付の指定は必要なく、できる限りの速やか
　な支給が可能。

８ スケジュール（予定）
　　１月中旬　通知書の発送
　　(発送後)　口座変更・受給辞退の申出期間　　　
　　１月下旬　振込開始



令和５年12月定例会議提出案件資料（追加）

12月追加

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

子育て世帯学校給食費等臨
時支援給付金給付事業費

10　教育費
　１　教育総務費
　　２　事務局費

【学校保健給食室】

３　民生費
　２　児童福祉費
　　１　児童福祉総務費

【こども家庭課】

補 正 額 188,268千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円
2

千円
188,266

〔事業目的〕
　食料品等の物価高騰に伴い、影響を大きく受けている義
務教育課程及び未就学の児童のいる子育て世帯を対象とし
た学校給食費相当分の臨時支援給付金の給付に要する経費

〔事業概要〕
　義務教育課程及び未就学の児童を養育する者を対象者と
して、児童一人当たり13,000円を給付

　・事務費等　　　　　　　　　　　　　　　 3,294千円
　・補助員報酬　　　　　　　　　　　　　　　 448千円
　・データ作成業務委託料　　　　　　　　　　 115千円
　・通知書作成業務委託料　　　　　　　　　　 461千円
　・子育て世帯学校給食費等臨時支援給付金 183,950千円
　　　　　　（10款　114,400千円、３款　69,550千円）

　※地方創生臨時交付金対象事業

　※188,268千円のうち、3,731千円については令和６年
　　度へ繰越し（繰越明許費）



　　子育て世帯学校給食費等臨時支援給付金給付事業について

学校教育課学校保健給食室
こども家庭課・こども保育課

　今般の物価高騰対策に対する支援策として追加された「物価高騰対応重点支援地方創生
臨時交付金」を活用し、食料品等の物価高騰に伴い、影響を大きく受けている義務教育課
程及び未就学の児童のいる子育て世帯を対象に、学校給食費相当分の臨時的な給付金を市
独自に支給することで経済的な負担軽減を図り、将来を担う子どもとその家庭の支援を行
うもの。

１　支給要件対象児童
⑴　令和６年１月１日時点で会津若松市に住民登録がある、平成20年４月２日から令和
６年１月１日までに生まれた児童

⑵　令和６年１月２日から令和６年３月31日までに会津若松市に住民登録した、平成20
年４月２日から令和６年３月31日までに生まれた児童

⑶　令和６年４月１日に生まれ、出生による住民登録を会津若松市に行った児童

＜予算区分毎の対象児童数＞

区　　　分 対象児童数（人）

10款　教育費 8,800

①　市立学校の児童生徒 8,300

②　県立中学校・県立支援学校（小学部・中学部）
　及び私立小中学校の児童生徒

500

３款　民生費 5,350

③　市立及び私立の教育・保育施設等利用の児童 4,000

④　上記以外の家庭保育の児童 1,350

総　計 14,150

２　支給対象者
　　支給要件対象児童を養育する父又は母若しくは養育者

３　給付額
　　児童一人当たり13,000円（所得制限なし）

４　給付方法
こども家庭課で保有する児童手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当、過去の給付金

等口座情報を把握している場合は申請不要によりプッシュ型で支給する。この他、口座
情報を把握していない場合には、申請勧奨案内を送付して申請に基づき支給する。

５　受付期間
　　令和６年２月１日から令和６年４月30日まで



６　補正予算額
　　188,268千円
　　　財源：地方創生臨時交付金（物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金）を活用
　　　○事務費等
　　　　・補助員社会保険料等　　　104千円
　　　　・消耗品費　　　　　　　　500千円
　　　　・通信運搬費　　　　　　1,590千円
　　　　・口座振込手数料　　　　1,100千円
　　　○補助員報酬　　　　　　　　448千円
　　　○データ作成業務委託料　　　115千円
　　　○通知書作成業務委託料　　　461千円
　　　○給付金　　　　　　　　183,950千円（10款　114,400千円、３款　69,550千円）

※　うち、3,731千円（10款　1,040千円、３款　2,691千円）を令和６年度へ繰越し
（繰越明許費）

７　周知・広報
　　支給対象者へ事前通知、市政だより、市ホームページ等

８　地方税情報等の取扱い
本事業実施に必要な児童手当等の口座情報等の取得・利用のため、「公的給付の支給

等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律」（令和３年法律第
38号）第10条に規定されている特定公的給付の指定を受ける予定。

９　スケジュール（予定）
　　１月31日　特定公的給付の内閣府告示
　　２月上旬　通知書の発送
　　　　　　　申請受付開始（転入者、出生者分）
　　(発送後)　口座変更・受給辞退の申出期間
　　２月下旬　振込開始



令和５年12月定例会議提出案件資料（追加）

12月追加

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

議員報酬手当等
　
１　議会費
　１　議会費
　　１　議会費

【議会事務局】

補 正 額 1,385千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円
1,385

〔事業目的〕
　議員に対し支給する12月期末手当の支給月数の改定
（1.625月→1.725月）に伴う増額を補正する

〔事業概要〕
　３節　職員手当等
    　    条例改正後　　　４８，８３３千円
　　　    条例改正前　　　  ４７，４４８  千円  
　   　   補正額            １，３８５千円

　



令和５年12月定例会議提出案件資料（追加）

12月追加

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

職員人件費（一般会計）

　１款 　議会費から

　10款 　教育費まで

会計年度任用職員
　　　　　（一般会計）

　２款 　総務費から

　10款 　教育費まで

　　　【人事課】

補 正 額 117,403千円

財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源

千円
117,403

〔事業目的〕
　令和５年度給与改定に伴う人件費の増額を補正する。

〔事業概要〕
　１　特別職　

      職員手当等   　　　　３５２千円
      共済費   　　　　１１１千円
        合　計 　　　　　４６３千円　･･･（Ａ）

　２　一般職　

　　　給料 　　２６，８５５千円
      職員手当等   　４５，２６３千円
      共済費   　　８，５９２千円
        合　計 　　８０，７１０千円　･･･（Ｂ）

　３　会計年度任用職員　

　　　報酬 　　２６，７７２千円
　　　給料 　　　　　４６１千円
      職員手当等   　　７，５３７千円
      共済費   　　１，４６０千円
        合　計 　　３６，２３０千円　･･･（Ｃ）

（Ａ）＋（Ｂ）＋（Ｃ）＝１１７，４０３千円　･･･（Ｄ）

（参考）

　Ⅰ　特別会計分
　　※　水道事業会計及び下水道事業会計を除く
　１　一般職
　　　給料 　　　２，３４４千円
      職員手当等   　　３，３８８千円
      共済費   　　　　６５７千円
        合　計 　　　６，３８９千円　･･･（Ｅ）

　２　会計年度任用職員

　　　報酬 　　　１，３６１千円
      職員手当等   　　　　４５０千円

      共済費   　　　　　５９千円
        合　計 　　　１，８７０千円　･･･（Ｆ）

   （Ｅ）＋（Ｆ） ＝ 　 　 ８，２５９千円　･･･（Ｇ）

　Ⅱ　一般会計 + 特別会計
   （Ｄ）＋（Ｇ） ＝ 　１２５，６６２千円



令和５年12月定例会議提出案件資料（追加）

12月追加

　　　名　　　称 　　　　　　内　　　　　　　　　容

職員人件費（水道事業会
計・下水道事業会計）
　

【上下水道局総務課・
　　　　　　経営企画課】

〔事業目的〕

　上下水道局職員の令和５年度給与改定に伴う人件費の増
額等について補正する。

〔事業概要〕

　１　水道事業会計

　　⑴人件費の補正
　　　　給料　　　　　　　１，４２０千円
　　　　職員手当等　　　　３，９４１千円
　　　　法定福利費　　　　　　４８６千円
　　　　合　計　　　　　　５，８４７千円

　　※水道事業会計については、収入予定額の補正は行わ
　　　ない。

　２　下水道事業会計

　　⑴人件費の補正
　　　　給料　　　　　　　１，０８１千円
　　　　職員手当等　　　　１，６０８千円
　　　　法定福利費　　　　　　４８６千円
　　　　合　計　　　　　　３，１７５千円

　　⑵一般会計繰入金の補正
　　　　一般会計負担金　　２，８６２千円
　　　　　 〃　 補助金　　　　　９６千円
　　　　　 〃　 出資金　　　　２１７千円
　　　　合　計　　　　　　３，１７５千円


